
（平成２２年１１月４日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 2 件

厚生年金関係 2 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 9 件

国民年金関係 3 件

厚生年金関係 6 件

年金記録確認熊本地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



熊本厚生年金 事案 597 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち申立期間②及び③について、厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められることから、申立期間

②についてはＡ社（現在は、Ｂ社）における資格喪失日に係る記録を昭和 42

年４月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を４万 8,000 円とし、また、

申立期間③についてはＣ社の資格取得日に係る記録を 53 年７月１日に訂正し、

当該期間の標準報酬月額を 30万円とすることが必要である。 

なお、申立期間②について、事業主は申立人に係る申立期間の厚生年金保

険料を納付する義務を履行していないと認められるが、申立期間③について

は、事業主がこの義務を履行したか否かについては、明らかでないと認めら

れる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 13年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 20年８月 11日から 21年４月１日まで 

             ② 昭和 42年３月 31日から同年４月１日まで 

             ③ 昭和 53年７月１日から同年８月１日まで 

    私は、昭和 20 年８月にＤ社に就職し、その後 57 年２月末に同社を退職

するまで、一貫してＤ社及びそのグループ会社に勤務したが、Ｄ社Ｅ支店

に勤務した期間の一部、Ａ社からＤ社Ｆ支店に異動した期間の一部及びＤ

社Ｇ支店からＣ社に異動した期間の一部が厚生年金保険被保険者期間とな

っていない。 

申立期間をＤ社及びそのグループ会社に継続して勤務したことは事実な

ので、これらの期間を厚生年金保険被保険者期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｄ社Ｇ支店が提出した申立人に係る人事記録（以下「人事記録」という。）

により、申立人は、Ｄ社及びその関連会社に昭和 20年８月 11日から 57年２

月 28日まで継続して勤務していたことが確認できる。 

申立期間②について、雇用保険の加入記録及び人事記録から判断すると、



申立人はＤ社及びそのグループ会社に継続して勤務し（昭和 42 年４月１日に、

Ａ社からＤ社Ｆ支店に異動）、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 42

年２月の健康保険厚生年金保険被保険者原票の記録から４万 8,000 円とする

ことが妥当である。 

なお、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の納付義務の履行について

は、Ｂ社は不明としているものの、事業主が資格喪失日を昭和 42 年４月１日

と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所（当時）がこれを同年３月 31 日

と誤って記録することは考え難いことから、事業主が同日を資格喪失日とし

て届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年３月の保険料につ

いて納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったもの

の、その後に納入されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場

合を含む。）、事業主は申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 

申立期間③について、雇用保険の加入記録及び人事記録から判断すると、

申立人はＤ社及びそのグループ会社に継続して勤務し（昭和 53 年７月１日に

Ｄ社Ｇ支店からＣ社へ異動）、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額は、申立人のＣ社における昭和 53 年８月の

健康保険厚生年金保険被保険者原票の記録から 30 万円とすることが妥当であ

る。 

なお、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の納付義務の履行について

は、Ｃ社は既に解散し、事業主の所在は不明であるため、これを確認できる

関連資料及び周辺事情は無いことから明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府が当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に行

ったか否かについては、これを確認できる関連資料、周辺事情が無いことか

ら、行ったとは認められない。 

申立期間①について、申立人は、昭和 20 年８月 11 日からＤ社Ｅ支店Ｈ営

業所に勤務していたことは人事記録により確認できる。 

しかしながら、Ｄ社Ｅ支店の厚生年金保険の新規適用は、オンライン記録

では昭和 17 年１月１日と記録されているものの、同支店に係る健康保険厚生

年金保険被保険者名簿では、同支店で最初に厚生年金保険の被保険者資格を

確認できる時期は、申立人が同支店で厚生年金保険の被保険者資格を取得し

ている 21年４月１日であり、これ以前の記録は無い。 

また、申立人の厚生年金保険被保険者の記号番号は、昭和 21 年３月 24 日

にＤ社Ｅ支店の従業員 32 人に対して割り振られたものの一つであり、これら



同僚の厚生年金保険被保険者資格の取得日はいずれも同年４月１日であるこ

とが確認できる。 

さらに、現在、Ｄ社Ｅ支店の厚生年金保険関係事務を継承している同社Ｇ

支店は、申立人の厚生年金保険被保険者資格の取得、厚生年金保険料の給与

からの控除等に関する資料は無いと回答している上、昭和 20 年 10 月に同社

Ｅ支店に就職したとする同僚もその厚生年金保険被保険資格を取得している

のは 21 年４月１日であり、同時期以前に厚生年金保険料を控除されていたか

否かは承知していないと証言している。 

このほか申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について、確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立期間①については、申立人が厚生年金保険被保険者として、厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはでき

ない。 



熊本厚生年金 事案 598 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記

録を昭和 48 年４月 15 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を９万 8,000 円

とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年４月 15日から 49年１月５日まで 

    私は、申立期間にＡ社Ｂ出張所及び同社Ｃ営業所に勤務していたが、厚

生年金保険への加入が昭和 49 年１月５日からになっている。申立期間の給

与明細書により厚生年金保険料を控除されていたことが確認できるので、

申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が所有する給与明細書により、申立人はＡ社に昭和 48 年４月から

49 年 12 月まで継続して勤務していたことが確認できる上、給与明細書及び

申立人が所有する市民税・県民税特別徴収税額通知書により事業主により給

与から厚生年金保険料を控除されていたことが確認できる。 

   また、Ａ社の事業主は、申立人が所有する手書きの給与明細書などは同社

が発行したものか否か不明であると回答しているものの、申立期間の給与明

細書は、昭和 49 年１月以降の同社における厚生年金保険被保険者期間の明細

書と様式、記載内容、金額等が一致していること、給与明細書記載の保険料

控除額と市民税・県民税特別徴収税額通知書記載の社会保険料額とが整合し

ていること、及び申立期間当時の複数の同社事務担当者の証言等から、申立

人が所持する給与明細書は同社が発行したものと推認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 



   また、申立期間の標準報酬月額については、給与明細書の厚生年金保険料

控除額から、９万 8,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、事業主は不明としており、これを確認できる関連資料及び

周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 
また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの資格取得に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して

行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 
 



熊本国民年金 事案 583 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 49 年２月から 53 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

   基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年２月から 53年３月まで 

    申立期間は、自営業をしており、経営状態も良く、国民年金保険料を未

納にするはずがない。国民年金に加入したときに、夫婦一緒に特例納付に

より多額の保険料をさかのぼって納付したことを覚えている。 

    申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間を含む国民年金保険料を第３回特例納付によりまとめ

て納付したと主張しているが、国民年金被保険者台帳により、申立人は、申

立期間直前の昭和 36 年４月から 49年１月までの保険料を 55年６月に第３回

特例納付により納付したこと、及び申立期間直後の 53 年４月から 55 年３月

までの保険料を 55年６月に過年度納付したことが確認できる。 

   また、申立人が昭和 55 年６月に特例納付及び過年度納付している期間とそ

の時点から 60 歳に達するまでの期間を合算すると、申立人の国民年金の受給

資格期間である 23 年を満たすこと、及び申立人の妻の国民年金納付記録につ

いても、55 年６月時点での第３回特例納付及び過年度納付した期間とその時

点から 60 歳に達するまでの期間を合算すると、申立人の妻の国民年金の受給

資格期間である 24 年を満たすことができることが確認でき、申立人と申立人

の妻の納付行動が一致していることからみて、申立人は第３回特例納付の際

に受給資格を満たすために必要な期間の保険料を納付し、申立期間の保険料

については納付しなかったものと考えるのが自然である。 

   さらに、申立人は特例納付したとする国民年金保険料の金額を記憶してお

らず、申立人が申立期間に係る国民年金保険料を納付したことを示す関連資

料（家計簿等）は無く、このほか申立人が申立期間に係る国民年金保険料を

納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



熊本国民年金 事案 584 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36 年４月から 41 年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 41年６月まで 

    申立期間は、Ａ市に居住しており、Ａ市役所の勧めで昭和 36 年４月から

国民年金に加入していた。国民年金保険料は、婦人会の支部長が自宅に集

金に来ていた。42年ごろにＢ市に転居するまで毎月納付していた。 

    申立期間が未加入とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 36 年４月に国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年

金保険料については毎月婦人会を通して納付したと主張しているが、申立人

の国民年金手帳記号番号は、41 年７月ごろに任意加入として払い出されてお

り、申立期間は国民年金の未加入期間であることから、保険料を納付できな

い期間であるとともに、申立人に対し、別の国民年金手帳記号番号が払い出

されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

   また、申立人は、申立期間について、国民年金保険料を集金人に毎月現金

で納付していたと主張しているが、国民年金の加入状況や保険料の納付状況

があいまいである上、申立人が保険料を納付したことを示す関連資料（家計

簿等）は無く、ほかに保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も

見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



熊本国民年金 事案 585 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 42年 11月から 49年５月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年 11月から 49年５月まで 

    私がＡ社を退職後、母が私の国民年金の加入手続を行い、毎月納付書を

持って隣の町内会長宅で保険料を納付していた。申立期間が未加入とされ

ていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 42 年 11 月に会社を退職後、申立人の母親が申立人の国民

年金の加入手続を行い、毎月国民年金保険料を隣の町内会長宅で納付してい

たと主張しているが、申立人自身は国民年金の加入手続及び保険料の納付に

関与していない上、申立人の母親は既に死亡していることから、国民年金の

加入状況及び保険料の納付状況が不明である。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号は、婚姻後の昭和 51 年５月 28 日に

任意加入として払い出されており、申立期間は、国民年金の未加入期間であ

ることから保険料を納付することができなかったと考えられる上、申立人に

対して別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事

情も見当たらない。 

   さらに、申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す

関連資料（家計簿等）は無い上、申立人の母親が申立期間の国民年金保険料

を納付していたことを裏付ける関係者の証言も得られず、ほかに申立期間の

国民年金保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



熊本厚生年金 事案 599 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62年１月１日から 63年２月１日まで 

    私は、昭和 62年１月１日から 63 年１月 31日までＡ社に勤務していたが、

厚生年金保険の加入記録が確認できなかった。申立期間について勤務して

いたのは間違いないので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の事業主及び当時の同僚の証言により、期間の特定はできないものの、

申立人が申立期間ごろに当該事業所に勤務していたことは推認でき、また、

当該事業所において厚生年金保険の被保険者記録がある同僚の１人は、「申立

人の雇用条件は、自分と同様だったと思う。」と証言している。 

しかしながら、申立人は３か月間の試用期間経過後、正社員として採用さ

れたと主張しているが、正社員として採用された際の辞令の交付、処遇につ

いての説明、健康保険証の交付等についての記憶を有していない上、事業主

は、「正社員にすることを予定して採用した従業員の中には、３か月間の試用

期間経過後においても、本人が希望して社会保険に加入しない者もいた。」と

証言している。 

また、申立人が挙げた同僚の中には、Ａ社において厚生年金保険の加入記

録が確認できない者がいるなど、当該事業所においては、常勤労働者であっ

ても社会保険に加入していない従業員がいたと考えられるとともに、申立人

に係る雇用保険の加入記録も確認できない。 

さらに、事業主は既に申立期間当時の関連資料を処分しており、申立人の

申立期間における勤務実態や厚生年金保険料の控除等について確認できる関

連資料及び周辺事情が無い上、当該事業所における申立期間に係るオンライ



ン記録に申立人の氏名は無く、その整理番号に欠落も無い。 

このほか、申立期間に係る厚生年金保険料が控除されていたことを確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人は、厚生年金保険被保険者として、当該期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



熊本厚生年金 事案 600 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 52年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年９月１日から 17年９月１日まで 

    申立期間のＡ社での標準報酬月額の記録が、実際の総支給額と相違して

いるため、標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準報酬月額を

改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事

業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれ

ぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額

のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

Ａ社が提出した賃金台帳から、申立期間に係る申立人の報酬月額に基づく

標準報酬月額は、オンライン記録の標準報酬月額より高いことは確認できる

ものの、申立期間に係る申立人の給与から控除された厚生年金保険料に基づ

く標準報酬月額は、オンライン記録の標準報酬月額と一致していることが確

認できる。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が厚生年金保険被保険者として、その主張する標準報酬月額に

基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認める

ことはできない。 



熊本厚生年金 事案 601 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 19年５月 10日から同年 10月 15日まで 

             ② 昭和 20年８月 31日から同年 10月１日まで 

私は、申立期間①について、Ａ社に勤務していたが、厚生年金保険被保

険者期間が確認できない。 

また、申立期間②について、Ｂ社Ｃ法人に昭和 19 年 10 月 15 日から 20

年９月 30 日まで勤務していたが、厚生年金保険被保険者期間は 20 年８月

31日までとなっている。 

申立期間に勤務していたのは間違いないので、各申立期間について厚生

年金保険被保険者であったと認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について､申立人はＡ社に勤務していたと申し立てているが、Ａ

社は、昭和 20 年８月 28 日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、

事業所及び事業主の所在が確認できない上、当時Ａ社に勤務していた同僚一

人からも厚生年金保険料の控除に関する証言を得られないことから、申立人

の当該期間に係る勤務実態や厚生年金保険の適用状況等について確認するこ

とができない。 

   また、Ａ社に係る健康保険労働者年金保険被保険者名簿において、同事業

所が適用事業所となった昭和 18年９月１日から 19年 11月１日までに資格を

取得した厚生年金保険被保険者の中に申立人の氏名の記載は無く、同名簿の

整理番号に欠落も無い。 

   このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   申立期間②について、申立人は昭和 20 年９月 30 日までＢ社Ｃ法人に勤務



していたと申し立てているところ、同事業所は終戦により事業を廃止してお

り、オンライン記録によると、同事業所に係る厚生年金保険被保険者は 20 年

８月 31日に全員資格を喪失している。 

   その後、後継事業所であるＢ社Ｄ事業所は、昭和 20 年８月 31 日にＢ社Ｃ

法人を退職した者の一部を採用しているが、Ｂ社Ｄ事業所に係る健康保険労

働者年金保険被保険者名簿に申立人の氏名の記載は無く、同名簿の整理番号

に欠落も無い。 

   また、Ｂ社Ｃ法人に勤務していた同僚 16 人からも、申立人の当該期間に係

る厚生年金保険料の控除に関する証言を得られず、申立人が当該期間におい

て厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた事実を確認するこ

とはできない。 

   さらに、Ｂ社は､「Ｂ社Ｃ法人は、終戦をもって事業終了し､事業継承した

Ｂ社Ｄ事業所は昭和 25 年１月に解散しており、当時の賃金台帳等の資料は保

管していない。」と証言しているため、申立人の申立期間②に係る勤務実態や

厚生年金保険料の控除等について確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生

年金保険料を各事業主により給与から控除されていたことを認めることはで

きない。 



熊本厚生年金 事案 602 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 45年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 15年５月 31日から同年６月 23日まで 

    私は、平成 14年９月２日から 15 年６月 23日までＡ社に派遣社員として

継続して勤務していたが、申立期間に係る厚生年金保険の記録が確認でき

ないので、厚生年金保険の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は申立期間において、Ａ社に継続して勤務していたと申し立ててい

るが、申立人の雇用保険の加入記録及び同社が提出した賃金台帳に記載され

た入退社日の記録により、申立人が同社を退職した日は、平成 15 年５月 30

日であることが確認できる。 

また、申立期間について、申立人が提出した支給明細書及びＡ社が提出し

た賃金台帳により、給与から厚生年金保険料を控除されていないことが確認

できる。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。  

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



熊本厚生年金 事案 603 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 35年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56年３月 17日から同年８月 16日まで 

    私は、昭和 56年３月 17日から同年８月 15日までＡ事業所に事務補助員

として継続して勤務していたが、申立期間について、厚生年金保険の記録

が確認できないので、厚生年金保険の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＡ事業所の総務事務を担当するＢ事業所が提出し

た臨時職員名簿により、申立人が申立期間においてＡ事業所に勤務していた

ことは確認できる。 

   しかしながら、Ｂ事業所は、臨時職員名簿以外に当時の資料を保存してお

らず、申立人の申立期間に係る厚生年金保険の適用状況等について確認する

ことができない上、オンライン記録により、Ａ事業所が厚生年金保険の適用

事業所となった昭和 51 年７月１日以降に同事業所の厚生年金保険被保険者と

なった者は一人しかおらず、この者の資格喪失日は 52 年４月１日であり、こ

れ以降同事業所の厚生年金保険被保険者となった者は確認できない。 

   また、申立人は当時の同僚及び職員の名前を記憶していないため、申立人

の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について証言を得られない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



熊本厚生年金 事案 604 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 63年４月２日から同年６月１日まで 

年金記録では、Ａ事業所の期間は昭和 63 年６月１日からとなっているが、

申立期間も勤務していたので、厚生年金保険被保険者であったと認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   現在、申立人が勤務しているＢ事業所が発行した人事記録により、申立人

が申立期間において、Ａ事業所に勤務していたことは確認できる。 

   しかしながら、Ａ事業所は平成 15 年３月１日にＣ法人へ経営譲渡し、Ｄ事

業所として開設されているところ、Ｄ事業所は、「Ａ事業所とは経営は全く別

であり、同事業所の資料は何も引き継いでいない。」と回答しており、Ｂ事業

所は、「申立人に係る資料等は人事記録しか保管していない。」と回答してい

ることから、申立人の申立期間に係る厚生年金保険の適用状況について、確

認することができない。 

   また、オンライン記録により、申立人がＡ事業所において勤務を始めた日

に厚生年金保険被保険者の資格を取得している同僚について、申立人は「自

分より先に勤務していた。」と証言しており、当該同僚も「現在勤務している

事業所に提出した履歴書を確認したところ、自分の年金記録より１か月前か

ら勤務していた。」と証言している。 

さらに、申立人と同時期にＡ事業所に勤務していた同僚の記録を調査した

ところ、複数の同僚が採用後１か月から３か月後に厚生年金保険被保険者と

なっていることから、同事業所では、採用後直ちに厚生年金保険に加入させ

ていなかった事情がうかがわれる。 

加えて、申立人が申立期間について、厚生年金保険料を事業主により給与



から控除されていたことを確認できる資料は無く、このほか、申立人の申立

期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事

情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 


